
一

研
究
ノ
ー
ト

　
　
　
　
メ
キ
シ
コ
金
融
制
度
の
成
立
と
発
展
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
川
　
和
　
彦

一
　
は
し
が
き

二
　
独
立
前
後
の
銀
行

　
一
　
独
立
前
の
銀
行
　
　
二
　
独
立
後
の
銀
行
　
　
三
　
当
時
の
通
貨

三
　
帝
政
期
お
よ
び
そ
の
後
の
銀
行

　
一
　
T
r
r
呂
d
呂
帥
Q
n
k
o
I

M
e
x
i
c
o

a
n
d

S
呂
t
h
　
　
　
Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
　
　
ニ
　
チ
ワ
ワ
州
の
地
方
銀
行
　
　
三
　
y
[
0
ﾛ
t
e

d
e

　
P
i
e
d
a
d
の
発
展

四
　
デ
ィ
ア
ス
期
の
銀
行

　
一
　
デ
ィ
ア
ス
期
の
経
済
　
　
二
　
一
…
i
a
n
c
o

J
N
a
c
i
o
n
a
l
M
e
x
i
c
a
n
o
｡

B
a
n
c
o

M
e
r
c
a
n
t
i
l
｡

A
g
r
i
c
o
l
a

e

H
i
p
o
t
Q
a
叱
o

　
三
　
B
a
n
c
o

N
a
c
i
o
n
a
l

d
e

M
e
x
i
c
o
　
　
四
　
一
八
八
四
年
商
法
典
中
の
銀
行
規
定
　
　
五
　
一
八
八
九
年
商
法
典
中
の
銀
行

　
　
　
メ
キ
シ
コ
金
融
制
度
の
成
立
と
発
展
呻
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規
定
　
　
六
　
一
八
九
七
年
金
融
機
関
一
般
法
　
　
七
　
金
本
位
制
の
採
用
　
　
八
　
デ
ィ
ア
ス
期
の
銀
行
制
度
の
批
判
（
以
上

　
三
七
号
）

五
　
革
命
期
（
一
九
一
〇
～
一
九
二
〇
）
に
お
け
る
銀
行
制
度

　
一
　
革
命
の
推
移
　
　
ニ
　
マ
デ
ー
ロ
治
下
の
銀
行
制
度
　
　
三
　
ウ
ェ
ル
タ
治
下
の
銀
行
制
度
の
崩
壊
　
　
四
　
紙
幣
の
整
理

　
五
　
カ
ラ
ン
サ
治
下
の
銀
行
制
度
　
　
六
　
収
用
解
除
　
　
七
　
中
央
銀
行
設
立
遅
延
の
理
由
（
以
上
三
八
号
）

六
　
金
融
制
度
の
再
建
（
本
号
）

　
　
　
　
　
六

一
　
一
九
一
七
年
二
月
五
日
、
カ
ラ
ン
サ
派
が
主
宰
し
た
ケ
レ
タ
ロ
の
制
憲
議
会
で
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
革
命
の
理
念
を

具
体
化
し
た
も
の
と
言
わ
れ
、
特
に
農
地
改
革
を
指
向
す
る
土
地
所
有
権
に
関
す
る
第
二
七
条
、
労
働
者
の
権
利
に
関
す
る
第
一
二

三
条
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
と
並
ん
で
第
二
八
条
も
有
名
で
、
銀
行
、
特
に
発
券
制
度
に
つ
い
て
の
カ
ラ
ン
サ
の
構
想
が
、
独

占
と
専
売
の
禁
止
に
関
す
る
第
二
八
条
に
と
り
い
れ
ら
れ
て
お
り
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
第
二
八
条

　
①
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
国
内
に
は
、
い
か
な
る
種
類
の
独
占
、
専
売
、
税
の
減
免
、
ま
た
産
業
の
保
護
の
名
目
に
よ
る
禁
止
も
あ
っ

　
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
連
邦
政
府
が
規
律
す
る
貨
幣
の
鋳
造
、
郵
便
、
電
信
、
無
線
電
信
、
単
一
銀
行
に
よ
る
紙
幣
の
発

　
行
、
一
定
の
期
間
、
著
作
の
複
製
の
た
め
に
著
作
者
お
よ
び
芸
術
家
に
与
え
ら
れ
る
権
利
、
な
ら
び
に
、
発
明
の
排
他
的
使
用
の

　
た
め
に
発
明
者
お
よ
び
何
ん
ら
か
の
改
良
の
完
成
者
に
与
え
ら
れ
る
権
利
に
関
す
る
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
（
第
二
項
以
下
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省
略
）
。

　
と
も
か
く
、
カ
ラ
ン
サ
は
銀
行
券
発
行
の
独
占
権
を
も
つ
単
一
の
銀
行
を
中
心
と
す
る
金
融
制
度
の
構
想
を
か
な
り
早
く
か
ら
も

っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
憲
法
制
定
後
、
カ
ラ
ン
サ
は
そ
の
構
想
を
具
体
化
し
よ
う
と
努
め
た
が
、
当
事
の
事
情
は
そ
の
実
現
を
許
さ

ず
、
こ
れ
が
具
体
化
さ
れ
た
の
は
、
十
年
余
も
後
の
一
九
二
五
年
八
月
の
B
a
n
c
o

d
e

M
e
x
i
c
o
の
成
立
を
も
っ
て
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ま
で
、
種
々
、
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
。

　
　
（
１
）
　
一
九
一
七
年
憲
法
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
J
o
r
g
e
c
a
r
p
i
z
o
｡

L
a

G
o
n
s
t
i
t
u
c
i
o
nM
e
x
i
c
a
n
a

d
e

1
9
1
7
｡

1
9
6
9
｡
M
e
x
i
c
o

　
　
　
　
　
（
U
.
N
.
A
.
M
.
）
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
よ
り
詳
細
は
同
書
巻
末
の
文
献
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
（
２
）
　
第
二
八
条
は
反
独
占
に
関
す
る
。
中
川
和
彦
稿
「
メ
キ
シ
コ
の
反
独
占
法
制
」
『
成
城
大
学
経
済
研
究
』
第
三
六
号
、
一
三
九
ぺ
ー
ジ

　
　
　
　
　
以
下
参
照
。

　
　
（
３
）
　
本
稿
五
の
五
（
『
成
城
大
学
経
済
研
究
』
三
八
号
、
九
〇
ペ
ー
ジ
）
参
照
。

二
　
一
九
二
四
年
二
月
、
第
一
回
全
国
銀
行
家
会
議
（
L
a

P
r
i
m
e
r
a
c
o
ﾛ
ベ
の
口
り
ぷ
n
N
a
c
i
o
n
a
l

B
a
n
c
a
r
i
a
）
が
政
府
（
大
統
領
オ
プ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

ゴ
ン
）
に
よ
り
招
集
さ
れ
た
。
会
議
に
出
席
し
た
の
は
国
内
の
大
部
分
の
金
融
機
関
の
代
表
お
よ
び
大
蔵
省
の
代
表
で
、
会
議
で
は

革
命
期
の
異
常
事
態
か
ら
の
銀
行
業
務
の
正
常
化
、
中
央
銀
行
も
含
め
た
金
融
制
度
に
関
す
る
新
規
の
立
法
案
な
ど
が
討
議
さ
れ

た
。
会
議
の
何
よ
り
も
大
き
な
成
果
は
、
政
府
と
金
融
界
と
の
間
に
友
好
的
な
雰
意
気
が
生
じ
た
こ
と
で
、
こ
の
会
議
は
金
融
制
度

再
建
へ
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。

　
会
議
閉
会
後
、
こ
の
よ
う
な
雰
意
気
を
背
景
に
し
て
、
次
の
よ
う
な
法
律
が
相
つ
い
で
制
定
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
、
革
命
期
以
降

の
制
度
上
の
混
乱
、
不
備
を
整
理
、
補
正
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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一
九
二
四
年
五
月
三
一
日
付
抵
当
銀
行
の
抵
当
債
務
者
の
支
払
停
止
法
（
L
Q
y
d
e

M
o
r
a
t
o
r
i
a

p
a
r
a

l
o
s

D
e
u
d
o
r
e
s

H
i
p
o
t
e
c
a
r
i
o
s

d
Q
}
a
B
a
n
c
o
s

I
･
l
i
p
o
t
e
c
a
r
i
o
s
)

　
　
一
九
二
四
年
五
月
三
一
日
付
農
工
銀
行
の
支
払
停
止
令
を
廃
止
す
る
法
律
（
L
e
y

q
u
e

l
e
v
a
n
t
a

i
a

M
o
r
a
t
o
r
i
a

e
s
t
a
b
l
e
c
i
d
a

p
a
r
a

ｌ
ｏ
ｓ
　
Ｋ
ｅ
ｔ
ａ
ｃ
ｃ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｒ
ｉ
ｏ
ｓ
）

　
　
一
九
二
四
年
八
月
二
一
目
付
銀
行
支
払
停
止
法
（
L
e
v

d
e

J
S
u
s
o
e
n
s
i
o
n

d
e

P
a
g
o
s

d
e

B
a
n
c
o
s
y
一
K
s
t
a
b
l
e
c
i
m
i
e
n
t
o
s

B
a
n
c
a
r
i
o
s
)

　
　
一
九
二
四
年
九
月
二
九
日
付
農
工
銀
行
法
（
に
y
S
D
r
e

a
a
n
c
o
s

K
e
l
a
c
c
i
o
n
a
r
i
o
s
)

　
　
一
九
二
四
年
一
二
月
二
四
日
付
金
融
機
関
一
般
法
f
L
e
v

G
e
n
e
r
a
l

d
e

I
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
e
s

d
e
c
ふ
d
i
t
o

y

E
s
t
a
b
l
e
c
i
m
i
e
n
t
o
s

B
a
n
c
a
-

ｒ
ｉ
ｏ
ｓ
）

　
　
一
九
二
四
年
一
二
月
二
九
日
付
全
国
銀
行
委
員
会
法
（
に
y
q
u
e

e
s
t
a
b
l
e
c
e

l
a
c
o
m
i
s
i
o
n

J
N
a
c
i
o
n
a
l

B
a
n
c
a
r
i
a
)

　
　
一
九
二
四
年
一
二
月
三
〇
日
付
通
貨
委
員
会
再
組
織
法
（
L
e
y

d
e

R
e
o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
o
n

d
e

l
a
c
o
m
i
s
i
o
n

M
o
n
e
t
a
r
i
a
)

　
　
（
１
）
　
C
a
s
t
a
n
o
n
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡

p
.

5
1
y
s
g
t
e
s
.
;

L
/
6
p
e
z

K
o
s
a
d
o
｡

C
u
r

s
o
｡

p
.

2
6
4
y
s
g
t
e
s
.
;

M
a
n
e
r
o
｡

L
｡
a

K
e
v
o
L
u
c
t
o
n
｡

p
.

　
　
　
　
　
1
6
3
y
s
g
t
e
s
.
;

M
a
n
u
e
l
G
O
r
＼
7
.
a
＼
f
7
.

K
f
l
m
i
r
P
7
…

/
｡
i
2

K
p
.
i
m
l
.
u
r
i
n
n

S
o
c
i
a
l

d
e
　
M
e
.
x
ｉ
c
n
.

T
o
m
o

1
1
:

L
a
s

I
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
e
s

　
　
　
　
　
1
1
1
0
c
t
a
l
e
s
.

K
L

f
r
o
b
L
e
m
a

E
c
o
n
o
n
i
i
c
o
.

1
9
6
5
｡

M
e
x
i
c
o
(
哨
o
o
d
o
d
Q
C
巴
t
u
r
a

i
i
c
o
n
o
m
i
c
a
)
｡

p
.

5
2
2
.

　
　
（
２
）
　
無
論
、
デ
ィ
ア
ス
期
の
制
度
の
再
生
で
は
な
く
、
革
命
の
理
念
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
を
排
除
し
た
意
味
に
お
け
る
再
建
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
b
h
e
l
t
o
n
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡

p
.

1
3
4
.

　
　
（
３
）

C
a
s
t
a
n
o
n
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡

p
.

5
4
;

L
o
p
e
z

R
o
s
a
d
o
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡

p
p
.

2
6
4
~
2
6
5
.

三
　
一
九
二
四
年
金
融
機
関
一
般
法
は
、
一
九
二
六
年
に
新
法
が
制
定
さ
れ
た
の
で
僅
か
に
二
年
し
か
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
旧
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一
八
九
七
年
法
と
比
べ
る
と
、
多
く
の
特
色
を
有
し
た
。
次
に
そ
の
内
容
の
主
要
点
を
あ
げ
よ
う
。

　
ａ
　
内
国
銀
行
、
国
内
に
設
置
さ
れ
た
外
国
銀
行
の
支
店
、
お
よ
び
銀
行
業
を
営
む
会
社
が
本
法
の
適
用
の
対
象
と
さ
れ
た
。

　
ｂ
　
金
融
機
関
の
種
類
と
し
て
次
の
八
者
が
規
定
さ
れ
た
。

　
　
ｉ
　
単
一
の
発
券
銀
行

　
　
‥
1
1
　
通
貨
委
員
会
（
に
c
o
m
i
s
i
o
n

M
o
n
e
t
a
n
a
)

　
　
ｍ
　
抵
当
銀
行

　
　
沁
　
農
工
銀
行

　
　
Ｖ
　
農
業
銀
行

　
　
短
　
工
業
銀
行

　
　
‥
四
　
預
金
・
割
引
銀
行

　
　
ぷ
　
信
託
銀
行

　
ｃ
　
金
融
機
関
の
設
立
に
は
、
法
律
に
準
拠
し
た
、
政
府
の
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
付
与
を
必
要
と
す
る
こ
と
。

　
ｄ
　
資
本
金
の
最
低
額
は
、
金
融
機
関
の
種
類
お
よ
び
設
立
地
を
基
準
と
し
て
、
最
高
一
〇
〇
万
ペ
ソ
、
最
低
一
〇
万
ペ
ソ
と
さ

　
　
れ
た
。

　
ｅ
　
資
本
金
の
少
な
く
と
も
三
分
の
一
の
額
に
達
す
る
ま
で
、
毎
年
の
純
益
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
準
備
金
と
し
て
積
立
て
る
こ

　
ｆ
　
金
融
機
関
の
定
款
等
は
、
営
業
開
始
前
に
大
蔵
省
の
認
可
を
受
け
て
お
く
べ
き
こ
と
。
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ｇ
　
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
期
間
は
、
本
法
公
布
の
日
か
ら
三
〇
年
を
越
え
な
い
こ
と
。

　
　
（
―
）
　
一
八
九
七
年
法
に
つ
い
て
、
本
稿
四
の
六
（
『
成
城
大
学
経
済
研
究
』
第
三
七
号
、
一
四
七
ペ
ー
ジ
以
下
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
（
２
）
　
実
は
一
九
二
四
年
法
の
テ
キ
ス
ト
は
未
見
で
あ
っ
て
、
本
文
の
叙
述
は
主
と
し
て
左
記
に
よ
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
C
a
s
t
a
i
i
o
n
｡
o
p
.
c
i
t
.
｡
p
p
.5
4
'
-
~
'
5
8
;

L
o
p
e
z
R
o
s
a
d
o
｡C
u
r
s
o
｡
p
p
.
2
6
5
'
-
'
2
6
6
.

四
　
右
の
金
融
機
関
一
般
法
制
定
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
一
九
二
五
年
八
月
二
八
日
、
バ
ン
コ
・
デ
・
メ
ヒ
コ
設
置
法
（
r
y
q
u
e

c
r
e
a"
e
l
J
3
a
n
c
od
e
M
e
x
i
c
o
"
)
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
国
と
し
て
は
初
の
「
中
央
銀
行
法
」
で
あ
っ
た
。
次
に
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

内
容
の
主
要
点
を
素
描
し
よ
う
。

　
ａ
　
資
本
金
一
〇
〇
百
万
ペ
ソ
の
株
式
会
社
と
し
、
資
本
金
は
額
面
一
〇
〇
ペ
ソ
の
次
の
如
き
記
名
株
式
百
万
株
に
よ
り
代
表
さ

　
　
れ
る
（
一
条
四
号
）
。

　
　
Ａ
種
株
式
　
五
一
万
株
。
全
額
払
込
済
で
、
政
府
が
全
株
を
引
受
け
る
。

　
　
Ｂ
種
株
式
　
四
九
万
株
。
政
府
ま
た
は
公
衆
が
引
受
け
る
。

　
ｂ
　
経
営
は
、
Ａ
種
株
主
が
選
任
す
る
５
名
の
理
事
お
よ
び
Ｂ
種
株
主
の
選
任
す
る
４
名
の
理
事
か
ら
構
成
さ
れ
る
理
事
会

　
　
　
（
c
o
M
e
j
o

d
e
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
c
i
o
n
）
が
行
な
い
、
監
査
は
、
Ｂ
種
株
主
の
選
任
す
る
２
名
の
監
事
（
c
o
m
i
s
a
r
i
o
）
が
行
な
う

　
　
　
（
一
条
Ⅶ
号
）
。

　
ｃ
　
事
業
目
的
は
次
の
如
し
（
一
条
Ⅵ
号
）
。

　
　
・
―
　
銀
行
券
の
発
行

　
　
‥
1
1
　
通
貨
の
流
通
、
外
国
為
替
お
よ
び
利
率
の
規
制
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ｍ
　
商
業
手
形
の
再
割
引

　
・
ｗ
　
国
庫
金
の
出
納

　
Ｖ
　
一
般
に
、
本
法
の
限
度
内
で
、
預
金
・
割
引
銀
行
に
帰
属
す
る
銀
行
業
務
を
営
む
こ
と

ｄ
　
発
券
限
度
額
は
、
お
お
よ
そ
、
金
の
在
り
高
か
ら
、
金
融
機
関
一
般
法
の
要
求
す
る
預
金
準
備
（
預
金
残
高
の
三
三
％
）
を
控

　
除
し
た
額
の
二
倍
に
限
ら
れ
（
二
条
）
、
か
つ
、
発
券
は
次
の
場
合
に
限
り
許
さ
れ
た
（
四
条
）
。

　
ｉ
　
内
外
の
金
貨
と
の
交
換
に
よ
り

　
‥
1
1
　
　
一
ペ
ソ
金
〇
・
七
五
グ
ラ
ム
の
割
合
で
、
金
塊
と
の
交
換
に
よ
り

　
ｍ
　
金
外
貨
建
て
一
覧
払
手
形
と
の
交
換
に
よ
り

　
汝
　
金
で
支
払
わ
れ
る
手
形
に
つ
い
て
B
a
n
c
o

d
e

M
e
x
i
c
o
が
加
盟
銀
行
（
r
n
c
o

a
s
o
c
i
a
d
o
）
と
の
間
で
行
な
う
再
割
引

　
　
に
よ
り

　
　
銀
行
券
は
金
と
の
兌
換
は
で
き
た
が
（
七
条
）
、
流
通
力
は
任
意
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
連
邦
政
府
、
州
政
府
、
市
町
村
は
、

　
納
税
等
に
つ
い
て
は
、
額
面
で
無
制
限
で
受
け
と
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
（
五
条
）
。

ｅ
　
政
府
資
金
を
預
か
る
と
と
も
に
、
政
府
の
官
公
署
へ
の
送
金
、
公
債
業
務
、
出
納
事
務
な
ど
も
つ
か
さ
ど
る
こ
と
と
さ
れ
た

　
　
（
一
二
条
）
。

ｆ
　
資
本
金
お
よ
び
準
備
金
の
合
計
額
の
六
％
を
下
ら
な
い
額
に
つ
き
、
Ｂ
種
株
式
を
引
受
け
て
い
る
銀
行
を
「
加
盟
銀
行
」

　
　
（
b
a
n
c
o

a
s
o
c
i
a
d
o
）
と
い
い
、
こ
れ
ら
の
加
盟
銀
行
は
再
割
引
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
（
一
四
条
）
。

ｇ
　
預
金
・
割
引
銀
行
に
固
有
の
銀
行
業
を
営
む
こ
と
が
許
さ
れ
た
（
二
一
条
）
。
た
だ
し
、
次
は
禁
止
さ
れ
た
（
二
二
条
）
。
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ｉ
　
連
邦
政
府
に
対
し
て
、
払
込
資
本
の
一
〇
％
を
越
え
る
額
の
貸
付
を
な
す
こ
と

　
　
‥
1
1
　
　
州
政
府
、
市
町
村
に
貸
付
け
を
な
す
こ
と

　
　
田
　
九
〇
日
以
上
の
貸
付
け
ま
た
は
再
割
引
を
な
す
こ
と

　
　
・

ｗ
　
再
割
引
の
場
合
を
除
い
て
、
一
人
ま
た
は
一
社
で
五
〇
万
ペ
ソ
以
上
の
額
の
債
務
を
負
う
結
果
と
な
る
取
引
を
な
す
こ

　
　
　
　
と
。
等
々
。

　
ｈ
　
理
事
会
の
決
議
が
国
の
経
済
の
安
定
に
関
す
る
場
合
、
大
蔵
大
臣
は
拒
否
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
三
〇
条
）
。

　
　
（
-
-
<
）
　
　
　
　
B
e
t
t
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡

p
p
.
3
ﾔ
/
ヽ
i
｡
(

｡

i
v
o
p
e
z

K
o
s
a
a
o
｡

L
.
u
r
s
o
｡

p
p
.

2
b
7
~
2
7
0
;

M
o
o
r
e
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡

p
p
.

A
Q
-
^
A
l
;

M
a
n
e
r
o
｡

　
　
　
　
　
L
a

R
e
f
o
r
m
a
｡

p
p
.

1
4
8
~
1
5
0
こ
K
[
p
n
e
r
o
.

L
a

K
e
v
o
L
u
c
i
o
n
｡

p
p
.

1
7
1
~
1
7
4
.

　
　
　
　
　
　
な
お
、
本
法
は
全
文
五
章
三
九
ヵ
条
、
経
過
規
定
五
ヵ
条
か
ら
な
り
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
左
記
に
収
録
し
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
M
a
n
e
r
o
｡

L
a

R
e
f
o
r
m
a
｡

p
p
.

4
8
?
/
ふ
0
に
･

五
　
一
九
二
五
年
九
月
一
日
、
Ｂ
ａ
ｎ
ｃ
ｏ
　
ｄ
ｅ
　
Ｍ
ｅ
ｘ
ｉ
ｃ
ｏ
が
設
立
さ
れ
、
同
日
、
仮
事
務
所
で
営
業
を
開
始
し
た
。
こ
こ
ま
で
に
こ
ぎ

つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
オ
ブ
レ
ゴ
ン
の
後
を
継
い
だ
カ
リ
ェ
ス
（
ｺ
ﾛ
t
a
･
o
c
L
認
）
大
統
領
の
実
行
力
に
よ
っ

て
で
あ
っ
た
。
革
命
に
よ
る
混
乱
が
ほ
ぼ
収
拾
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
、
未
だ
国
内
が
安
定
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
特
に
当
時
の

メ
キ
シ
コ
政
府
の
苦
し
い
財
政
か
ら
の
B
a
n
c
o

d
e

M
e
x
i
c
o
の
資
本
払
込
資
金
の
捻
出
、
一
九
二
三
年
の
大
統
領
選
挙
を
め
ぐ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

て
の
デ
・
ラ
・
ウ
エ
ル
タ
一
派
の
反
乱
、
B
a
n
c
o

d
e

M
e
x
i
c
o
の
設
立
に
反
対
す
る
国
際
銀
行
家
委
員
会
（
c
o
l
ふ
回
a
n
l
?

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

呂
{
d
e

B
a
n
q
u
e
r
o
s
｝
の
抗
議
、
な
ど
、
の
り
こ
え
る
べ
き
障
害
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
メ
キ
シ
コ
の
経
済
が
十
分
に
回
復
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
民
間
の
間
で
　
�
叫
n
C
O

d
e

M
e
x
i
c
o
　
の
株
式
を
引
受
け
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よ
う
と
す
る
も
の
が
少
な
く
、
当
初
、
民
間
に
よ
る
引
受
け
を
予
定
さ
れ
た
Ｂ
種
株
式
の
大
半
も
連
邦
政
府
が
引
受
け
る
他
は
な
か

っ
た
。
設
立
当
初
の
株
式
の
引
受
け
の
内
訳
け
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

Ａ種株式　　　　510,000株　　連邦政府

Ｂ種株式　　　　490,000株

　　　　　　　　　473,450株　　連邦政府　　　　　　　i　

13,000株　　Banco de Londres ｙ Mexico

　　　　　　　　　　2,000株　　　Bancode Sonora, S.A.

　　　　　　　　　　　200株　　　J.E. Ebrerdｙ Cia.,Sues.

　　　　　　　　　　　100株　　Compaaia Fundidora de Monterrey

　　　　　　　　　　　100株　　Eliasde Lima

　　　　　　　　　　　100株　　　CarlosＢ.　Zetina

　　　　　　　　　　　100株　　Manuel Gomez Morin

　　　　　　　　　　　100株　　　JoseR. Ccilderon

　　　　　　　　　　　100株　　AlbertoMascarenas

　　　　　　　　　　　100株　　　AdolfoPrieto　　　　　　　l　　　

100株　　Ignacio Rivera
　　　　　　　l　　　

100株　　Bertrand Holloway

　　　　　　　　　　　100株　　　SalvadorCancino

　　　　　　　　　　　５０株　　AlfredoPerez Medina

　　　　　　　　　　　50株　　HilasionM. Branch

　　　　　　　　　　　50株　　　VicenteEtchegaray

　　　　　　　i　　　　50株　　　Lamberto Hernandez

　　　　　　　1　　　　50株Ernesto Otto　　　　　　　l　　　　

50株　　　JoaquinLopez Negrette　　　　　　　l　　　　

50株　　　PedroFranco Ugarte
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こ
う
し
て
発
足
し
た
B
a
n
c
o

d
e
M
e
x
i
c
o
は
発
券
の
独
占
権
が
与
え
ら
れ
、
国
庫
金
の
出
納
を
つ
か
さ
ど
り
、
通
貨
の
流
通
、

外
国
為
替
お
よ
び
利
率
を
規
制
し
、
加
盟
銀
行
に
対
し
て
再
割
引
を
行
な
う
な
ど
、
中
央
銀
行
と
し
て
の
機
能
を
営
む
こ
と
が
認
め

ら
れ
、
中
央
銀
行
制
度
は
形
式
的
に
一
応
整
備
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
中
央
銀
行
と
し
て
の
機
能
を
∽
呂
c
o
d
e

M
e
x
i
c
o
は
十
分
に
果
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
そ
の
事
業

目
的
は
形
式
上
、
中
央
銀
行
と
し
て
の
機
能
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
を
実
施
す
る
た
め
の
十
分
の
権
能
は
与
え

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
発
券
制
度
に
つ
い
て
言
え
ば
、
発
券
の
許
さ
れ
る
場
合
が
限
ら
れ
て
お
り
（
前
述
六
の
四
　
一
〇

六
ぺ
ー
ジ
参
照
）
、
加
え
て
、
設
立
当
初
加
盟
銀
行
は
二
行
に
す
ぎ
ず
、
再
割
引
取
引
は
、
一
九
二
五
年
、
二
六
年
に
お
い
て
は
皆
無

で
あ
っ
た
。
た
だ
、
一
般
大
衆
の
B
a
n
c
o

d
e
M
e
x
i
c
o
銀
行
券
に
対
す
る
信
頼
は
少
し
は
あ
っ
た
よ
う
で
、
金
と
引
換
に
よ
る
発

券
が
い
く
ら
か
あ
っ
た
こ
と
は
、
革
命
期
お
よ
び
そ
の
後
の
紙
幣
乱
発
の
過
去
を
考
慮
す
れ
ば
、
驚
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ

を
加
え
て
も
、
一
九
二
五
年
末
ま
で
の
銀
行
券
発
行
高
は
三
二
〇
万
ペ
ソ
に
す
ぎ
ず
、
一
九
二
七
年
末
に
は
こ
れ
が
一
八
〇
万
ペ
ソ

に
減
少
し
、
一
九
二
八
年
末
に
は
三
六
〇
万
ペ
ソ
に
増
加
し
た
が
、
一
九
三
〇
年
一
二
月
三
一
日
に
は
、
再
び
二
八
〇
万
ペ
ソ
に
減

　
　
　
　
（
７
）

少
し
て
い
る
。

　
次
に
、
通
貨
の
流
通
の
規
制
の
た
め
に
は
、
銀
行
の
準
備
、
利
率
な
ど
を
規
制
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
一
覧
払
い
の
預

金
、
加
盟
銀
行
な
ど
を
除
い
て
、
預
金
準
備
の
規
定
が
な
く
、
利
率
に
つ
い
て
も
り
呂
り
0
d
e

M
e
x
i
c
o
は
、
そ
の
直
接
行
な
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
）

貸
付
け
を
通
じ
て
、
間
接
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
期
待
す
る
他
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
り
呂
8
d
Q
ば
彫
{
c
O
に
対
す
る
預
金
は
設
立
当
初
か
ら
の
び
、
一
九
三
〇
年
末
に
は
五
〇
・
四
八
百
万
ペ
ソ
に
達
し

た
。
そ
の
う
ち
、
六
・
五
二
百
万
ぺ
ソ
は
政
府
の
預
金
で
、
一
・
八
五
六
百
万
ペ
ソ
は
加
盟
銀
行
の
預
金
で
、
残
り
の
四
二
・
一
百
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万
ペ
ソ
が
一
般
大
衆
の
預
金
で
あ
っ
た
゜

　
こ
の
よ
う
に
B
a
n
c
o

d
e
M
e
x
i
c
o
は
、
設
立
か
ら
数
年
間
、
中
央
銀
行
と
し
て
は
無
力
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
普
通
銀
行
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

し
て
機
能
し
、
他
の
民
間
銀
行
と
競
合
し
、
民
間
銀
行
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
円
滑
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
、
発
券
の
特
権
を
失
な

っ
た
旧
発
券
銀
行
は
B
a
n
c
o

d
e
M
e
x
i
c
o
の
発
足
を
冷
や
や
か
に
危
惧
の
念
を
も
っ
て
見
て
い
た
よ
う
で
B
a
n
c
o

d
e
M
e
x
i
c
o

の
設
立
当
初
、
加
盟
銀
行
と
し
て
資
本
関
係
を
も
っ
た
の
は
B
a
n
c
o

d
e
S
o
n
o
r
a
と
吻
p
口
8
d
Q
r
o
口
町
a
y
ジ
ﾍ
[
`
昿
8
の
二

行
の
み
で
あ
っ
た
（
一
〇
九
ペ
ー
ジ
の
F
n
c
o

d
e
M
e
x
i
c
o
の
株
式
引
受
人
名
簿
参
照
）
。
そ
れ
も
、
前
者
は
地
方
銀
行
に
す
ぎ
ず
、
後

者
の
場
合
、
払
込
は
政
府
に
対
す
る
債
権
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、
加
盟
が
法
律
上
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
多

術
２
　
５
　
３
　
１
　
４
　
３
　
９
　
６
　
５
　
５
　
ｎ
乙
　
　
く
の
金
融
機
関
は
B
a
n
c
o

d
e
M
e
x
i
c
o
へ
の
加
盟
を
有
利
と
判
断
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
２
　
２
　
　
　
　
４
　
１
　
２
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
か
く
、
大
恐
慌
に
よ
り
加
盟
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
ま
で
、
民
間
銀

行
の
大
半
は
帥
呂
8
d
Q
y
へ
[
y
{
c
o
と
緊
密
な
関
係
が
な
か
っ
た
。

　
ち
な
み
に
、
全
国
銀
行
委
員
会
が
大
蔵
省
に
提
出
し
た
報
告
書
に
よ
れ

ば
、
一
九
二
五
年
当
時
の
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
金
融
機
関
と
し
て
上
記
の

も
の
が
あ
っ
た
。

　
　
（
―
）
　
（
j
o
n
z
a
l
e
z

R
a
m
i
r
e
z
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡p
.
5
2
3
.

　
　
（
２
）
　
K
p
n
e
r
o
.

L
a

R
e
v
o
l
u
c
i
6
?
i
｡p
.
1
6
9
.

　
　
（
３
）

P
a
r
k
e
s
｡
o
p
.

c
i
t
.
｡p
.

3
7
9
.
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発券銀行(Banco de Mexico)

預金銀行

農工銀行

抵当銀行

Banco de Mexico の支店

Banco Nacional de Mexico の支店

Credito Espafiolの支店

銀行業を兼営する会社

銀行類似業を営む会社

旧発券銀行

保証会社

破産中の銀行



六
　
一
九
二
六
年
八
月
三
一
目
、
新
し
い
金
融
機
関
一
般
法
（
に
y
g
n
e
r
a
l

d
e

I
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
e
sde
c
r
e
d
i
t
o

y

E
s
t
a
b
l
e
c
i
m
i
e
n
t
o
s

B
a
n
c
a
r
i
o
s
）
が
制
定
さ
れ
、
旧
一
九
二
四
年
法
は
廃
止
さ
れ
た
。
新
法
の
狙
い
は
旧
法
を
補
正
す
る
と
と
も
に
、
金
融
制
度
に
関
す

る
多
く
の
法
令
を
集
成
す
る
こ
と
で
、
本
法
の
成
立
を
も
っ
て
、
一
九
〇
〇
年
倉
庫
業
法
、
二
四
年
銀
行
支
払
停
止
法
、
二
四
年
農

工
銀
行
法
、
二
四
年
全
国
銀
行
委
員
会
法
、
二
五
年
保
証
会
社
法
、
二
六
年
信
託
会
社
法
も
廃
止
さ
れ
た
（
経
過
規
定
四
条
）
。
次
に
、

本
法
の
内
容
の
主
要
点
を
あ
げ
よ
う
。

　
ａ
　
金
融
機
関
と
し
て
次
の
九
種
を
規
定
し
た
が
二
四
年
法
と
比
較
す
る
と
、
㈲
�
宍
が
新
た
に
加
え
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
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ｉ
　
単
一
の
発
券
銀
行

　
‥
Ｈ
　
抵
当
銀
行

　
ｍ
　
農
工
銀
行

　
・
ｗ
　
預
金
・
割
引
銀
行

　
Ｖ
　
信
託
銀
行

　
．
ｗ
　
貯
蓄
銀
行

　
‥
ｍ
　
倉
庫
業

　
‥
四
　
保
証
会
社

ｂ
　
貯
蓄
銀
行
（
r
n
c
o

o
c
a
j
ad
e
a
h
o
r
r
o
）
は
労
働
者
階
級
の
貯
蓄
増
進
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
利
率
を
年
四
分
以
上
と
す

　
る
と
と
も
に
、
一
人
当
り
五
〇
〇
〇
ペ
ソ
の
預
金
限
度
額
内
の
利
子
に
つ
い
て
免
税
と
す
る
な
ど
の
特
典
が
あ
っ
た
。

ｃ
　
倉
庫
業
（
a
l
m
a
c
e
n
g
e
n
e
r
a
l
d
Q
d
召
回
{
o
｝
は
、
一
八
八
九
年
商
法
典
、
一
九
〇
〇
年
法
に
規
定
さ
れ
て
い
た
革
命
前
の
制

　
度
を
採
り
入
れ
た
も
の
で
、
仏
法
の
制
度
を
継
受
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ｄ
　
保
証
会
社
（
8
m
p
a
n
i
a

d
e
i
i
a
n
z
a
）
は
預
金
の
受
け
入
れ
な
ど
の
銀
行
業
務
を
営
む
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
が
、
本
法
に
規
定

　
が
挿
入
さ
れ
た
の
は
、
金
融
機
関
と
同
じ
規
制
・
監
督
を
受
け
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

ｅ
　
こ
の
他
、
金
融
機
関
の
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
付
与
の
手
続
、
資
本
金
額
、
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
存
続
期
間
、
金
融
機
関
の
破
産

　
に
関
す
る
規
定
な
ど
も
お
か
れ
た
。

　
（
―
）
　
c
a
s
t
a
n
o
n
｡

o
p
.
c
i
t
.
｡
p
.
6
1
.
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（
２
）
　
本
法
は
全
文
四
章
四
〇
六
ヵ
条
、
経
過
規
定
六
ヵ
条
か
ら
な
り
、
構
成
は
次
の
如
し
。
一
　
総
則
、
二
　
金
融
機
関
、
三
　
銀
行
店
舗

　
　
　
　
　
四
　
金
融
機
関
・
銀
行
店
舗
お
よ
び
そ
の
類
似
店
舗
の
一
般
に
遵
守
す
べ
き
規
定
。

　
　
　
　
　
　
な
お
、
本
法
の
テ
キ
ス
ト
は
未
見
で
あ
っ
て
、
本
文
の
叙
述
は
左
記
に
よ
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
c
a
s
t
a
f
i
o
n
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡
p
p
.

6
O
'
~
6
1
;

M
o
o
r
e
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡
p
p
.

4
7
'
-
'
5
1
;

R
乱
r
l
g
u
e
z
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡
p
p
.

2
9
-
^
3
?

七
　
一
九
二
六
年
の
金
融
機
関
一
般
法
の
改
正
と
相
前
後
し
て
、
政
府
は
国
立
の
金
融
機
関
を
二
つ
設
立
し
た
。
一
つ
は
、
一
九
二

五
年
の
恩
給
局
（
D
i
r
e
c
c
i
o
n

d
e

P
e
n
s
i
o
n
e
s
c
回
r
）
で
、
短
期
の
担
保
貸
付
け
に
よ
り
持
家
、
中
小
企
業
創
始
を
促
し
、
よ
っ
て

国
家
公
務
員
の
生
活
水
準
を
引
上
げ
る
こ
と
、
お
よ
び
老
齢
、
廃
疾
等
に
対
す
る
給
付
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
一
つ
は

一
九
二
六
年
の
農
業
信
用
国
立
銀
行
（
B
a
n
c
o

N
a
c
i
o
n
a
l
d
o
c
r
e
d
i
t
o

A
g
r
i
c
o
l
a
）
で
、
こ
れ
は
、
デ
ィ
ア
ス
期
の
末
期
に
設
立
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

れ
た
農
業
振
興
金
庫
（
c
乙
Q
d
e

P
r
e
s
t
a
m
o
s

p
a
r
a

O
b
r
a
s

d
e

I
r
r
i
g
a
c
i
o
n
y
F
o
m
e
n
t
o
d
Q
y
り
即
応
Ｅ
Ｍ
）
の
挫
折
し
た
事
業
目
的

の
達
成
を
企
図
す
る
も
の
で
、
小
農
へ
の
信
用
供
与
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
は
、
双
方
と
も
、
カ
リ
ェ
ス
政
府
の
推
進
し
た
政
策
の
一
環
を
な
す
も
の
で
、
特
に
後
者
は
、
民
間
銀
行
か
ら
の
融
資
を

期
待
で
き
な
い
貧
困
な
農
民
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
（
１
）
　
M
o
o
r
e
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡
p
p
.

4
7
'
~
~
'
4
8;

G
o
n
z
a
l
e
z

R
a
m
i
r
e
z
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡
p
.

5
2
8
･

　
　
（
２
）
　
本
稿
、
四
の
ハ
（
『
成
城
大
学
経
済
研
究
』
三
七
号
、
一
五
三
ペ
ー
ジ
）
参
照
。

八
　
一
九
二
〇
年
代
の
後
半
か
ら
メ
キ
シ
コ
の
財
政
は
赤
字
と
な
り
、
こ
の
赤
字
を
補
填
す
る
た
め
も
あ
っ
て
、
政
府
は
多
額
の
銀

貨
を
鋳
造
し
た
。
こ
れ
に
政
治
の
不
安
定
、
経
済
の
停
滞
を
嫌
っ
た
金
の
流
出
が
加
わ
っ
て
、
国
内
で
金
貨
に
対
す
る
銀
貨
の
価
格

が
下
落

し
た

。
当
時
B
a
n
c
o

d
e

M
e
x
i
c
o
は
、
本
来
の
業
務
の
一
つ
で
あ
る
発
券
業
務
を
十
分
に
果
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
流

－n4－



連
中
の
通
貨
の
主
な
も
の
は
銀
行
券
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
銀
貨
の
価
格
の
下
落
は
メ
キ
シ
コ
経
済
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

　
さ
ら
に
、
一
九
二
九
年
に
始
っ
た
世
界
恐
慌
も
メ
キ
シ
コ
に
波
及
し
、
事
態
が
さ
ら
に
悪
化
し
た
。
輸
出
が
激
減
し
た
た
め
、
貿

易
収
支
の
黒
字
が
一
九
二
六
年
に
約
一
五
〇
百
万
ペ
ソ
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
三
〇
年
に
は
約
五
一
百
万
ペ
ソ
に
急
減
し
、
ペ
ソ

の
為
替
相
場
は
、
一
九
三
〇
年
中
、
さ
ら
に
一
九
三
一
年
と
間
断
な
く
下
落
し
続
け
、
三
一
年
八
月
に
は
一
ペ
ソ
米
貸
二
九
・
六
セ

ン
ト
と
な
っ
た
。

　
ま
た
B
a
n
c
o

d
e
M
e
x
i
c
o
の
金
属
準
備
も
減
少
し
、
一
九
三
〇
年
の
二
〇
・
七
百
万
ペ
ソ
か
ら
、
翌
年
、
一
五
・
九
百
万
ペ
ソ

と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
金
融
が
引
締
め
ら
れ
、
預
金
は
引
出
さ
れ
、
商
工
業
活
動
は
停
滞
し
、
賃
金
は
引
下
げ
ら
れ
、
失
業
者
は

増
大
し
た
。
銀
行
も
２
行
が
閉
店
の
止
む
な
き
に
至
り
、
取
り
つ
け
騒
ぎ
も
み
ら
れ
た
。

　
こ
の
事
態
に
対
処
す
る
方
法
と
し
て
種
々
の
も
の
が
考
え
ら
れ
た
が
、
政
府
は
、
銀
貨
と
金
貨
と
の
交
換
を
不
可
能
と
し
、
流
通

貨
幣
は
銀
貨
の
み
と
し
、
か
つ
、
数
量
統
制
に
よ
り
銀
貨
の
価
格
の
安
定
を
は
か
ろ
う
と
す
る
方
法
を
と
り
、
一
九
三
一
年
七
月
、

貨
幣
法
を
改
正
し
た
。
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九
　
新
し
い
貨
幣
法
（
L
e
y

M
o
n
e
t
a
r
i
a
d
e

l
o
s
E
s
t
a
d
O
S
1
に
I
n
i
d
o
sM
e
x
i
c
a
n
o
s
）
は
一
九
三
一
年
七
月
二
五
日
に
制
定
さ
れ
た
。
次

に
、
そ
の
主
要
点
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
ａ
　
旧
法
と
同
じ
く
、
一
ぺ
ソ
を
純
金
〇
・
七
五
グ
ラ
ム
と
定
め
た
（
一
条
）
。

　
ｂ
　
次
の
二
者
の
み
が
流
通
通
貨
と
さ
れ
（
二
条
）
、
金
貨
は
除
外
さ
れ
た
（
金
貨
は
国
際
取
引
の
決
済
に
の
み
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

　
　
っ
た
）
。

　
　
ｉ
　
吻
呂
8
d
Q
だ
[
彫
即
o
銀
行
券

　
　
‥
1
1
　
一
ぺ
ソ
銀
貨

　
ｃ
　
一
ぺ
ソ
銀
貨
、
ま
た
は
一
ペ
ソ
以
上
の
単
位
の
銀
貨
の
鋳
造
が
禁
止
さ
れ
た
（
一
二
条
）
。

　
ｄ
　
金
貨
の
鋳
造
を
停
止
し
、
そ
の
輸
出
入
は
自
由
と
し
た
（
経
過
規
定
一
条
、
二
条
）
。

　
ｅ
　
旧
法
に
あ
っ
た
金
準
備
、
兌
換
に
関
す
る
規
定
が
廃
止
さ
れ
た
の
で
、
銀
行
券
に
つ
い
て
兌
換
の
義
務
は
な
く
な
り
、
か
つ

　
　
銀
行
券
は
ま
呂
り
0
d
e

M
e
x
i
c
o
の
総
資
産
に
よ
っ
て
の
み
裏
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
と
も
か
く
、
本
法
に
よ
り
銀
貨
の
鋳
造
が
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
通
貨
の
供
給
量
を
増
加
す
る
た
め
に
は
、

主
と
し
て
、
再
割
引
に
よ
る
B
a
n
c
o

d
e

M
e
x
i
c
o
銀
行
券
の
発
行
を
求
め
る
他
は
な
か
っ
た
ｏ
同
時
に
、
通
貨
の
供
給
が
弾
力

的
と
な
る
た
め
B
a
n
c
o

d
e

M
e
x
i
c
o
は
幾
分
か
で
も
通
貨
の
供
給
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
銀
貨
の
増
発
を
押
え
て
、
銀
貨
、
ペ
ソ
の
価
格
の
安
定
を
は
か
ろ
う
と
い
う
新
法
の
狙
い
は
必
ず
し
も
成
功
と
は
言
え

な
か
っ
た
。
新
法
の
施
行
後
間
も
な
い
八
月
初
め
一
ド
ル
約
四
ペ
ソ
で
あ
っ
た
も
の
が
、
九
月
に
は
一
ド
ル
三
・
〇
一
一
ぺ
ソ
、
一

〇
月
に
は
二
・
七
三
九
ペ
ソ
、
一
一
月
に
は
二
・
五
六
五
ペ
ソ
、
一
二
月
に
は
二
・
五
七
一
ぺ
ソ
と
僅
か
な
が
ら
持
ち
直
し
た
が
一
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九
三
二
年
三
月
に
は
、
一
ド
ル
ニ
・
八
六
ペ
ソ
と
再
び
下
落
の
傾
向
を
示
し
た
の
で

あ
る

。

　
し
か
し
、
反
面
B
a
n
c
o

d
e

M
e
x
i
c
o
は
､
銀
貨
の
鋳
造
禁
止
に
よ
る
資
金
不
足
に
悩
み
、
一
般
個
人
相
手
の
銀
行
業
務
を
縮

小
、
な
か
ん
ず
く
、
融
資
を
引
締
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
民
間
銀
行
と
の
競
合
が
少
な
く
な
り
、
加
え
て
、
加
盟
銀

行
に
対
す
る
優
遇
的
な
再
割
引
率
と
い
う
も
の
が
、
民
間
銀
行
の
B
a
n
c
o

d
e

M
e
x
i
c
o
に
対
す
る
態
度
を
変
え
さ
せ
、
加
盟
銀
行

の
数
も
、
一
九
三
一
年
未
に
一
三
行
、
三
二
年
末
に
は
三
二
行
に
達
し
た
。

　
事
態
の
こ
の
よ
う
な
変
化
に
と
も
な
い
、
政
府
も
そ
の
収
拾
に
努
力
し
、
不
評
で
あ
っ
た
一
九
三
一
年
貨
幣
法
を
手
直
し
す
べ
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

一
九
三
二
年
三
月
九
日
に
改
正
し
、
銀
貨
の
鋳
造
の
禁
止
を
解
き
、
造
幣
設
備
一
杯
に
銀
貨
の
鋳
造
を
再
開
し
た
。

　
　
（
―
）
　
本
法
の
テ
キ
ス
ト
は
左
記
に
収
録
し
て
あ
る
。

　
　
　
　
　

S
e
c
r
e
t
a
n
a

d
e

H
a
c
i
e
n
d
a
y
C
r
e
d
i
t
o

P
u
b
l
i
c
o
｡

L
a

C
r
i
s
i
s

E
c
o
n
d
m
i
c
a

e
n

M
e
x
i
c
o

y

l
a

n
u
e
v
a

l
e
g
i
s
l
a
c
i
d
n

　
　
　
　
　
s
o
b
r
e

l
a

M
o
n
e
d
a

y

e
l

C
r
e
d
i
t
o
｡

V
o
l
.

P
r
i
m
e
r
o
｡

1
9
3
3
｡

M
e
x
i
c
o
(
M
d
F
C
u
l
t
u
r
a
)
｡

p
p
.

2
6
~
3
4
.

　
　
　
　
　
　
な
お
、
同
法
に
つ
い
て
左
記
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
B
e
t
t
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡

p
p
.

5
5
~
5
6
;

M
a
n
e
r
o
｡

L
a

R
e
v
o
l
u
c
i
o
n
｡

p
p
.

1
8
5
'
^
1
9
1
.

　
　
（
２
）
　
本
法
を
に
y
c
L
a
（
カ
リ
ェ
ス
法
）
（
M
a
n
e
r
o
｡

L
a

R
e
v
o
l
u
c
i
o
n
｡

p
.

1
8
5
)
ま
た
I
~
c
自
認
（
カ
リ
ェ
ス
政
策
）
（
G
?

　
　
　
　
　
n
z
a
l
e
z

R
a
m
i
r
e
z
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡

p
.

5
3
5
）
と
呼
ぶ
向
き
も
あ
る
が
、
カ
リ
ェ
ス
の
大
統
領
在
任
は
二
九
二
四
年
か
ら
二
八
年
で
あ
っ

　
　
　
　
　
て
、
本
法
制
定
当
時
の
大
統
領
は
オ
ル
テ
ィ
ス
・
ル
ビ
オ
（
〇
r
t
i
z

R
u
b
i
o
）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
カ
リ
ェ
ス
は
大
統
領
退
任
後
も

　
　
　
　
　
実
力
者
N
o
.
l
と
し
て
「
院
政
」
を
行
っ
て
お
り
、
政
治
が
カ
リ
ェ
ス
の
指
導
の
下
で
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
う
呼
ぶ
の
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
う
・
し
か
し
一
般
に
r
々
c
自
a
と
は
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
を
内
容
と
す
る
一
九
二
六
年
七
月
一
四
日
付
法
律
五
一
五
号
を
い
う
よ
う

　
　
　
　
　
で
あ
る
。
j
u
s
e
p
n

n
.

i
-
｡
｡

o
c
n
i
a
r
m
a
n
｡

i
v
i
e
j
o
i
c
o
:

l
i
e
r
r
a

a
n

v

o
i
-
c
a
n
e
s
｡

4
a
.

e
a
.

l
y
o
a
｡

i
v
i
e
x
i
c
o

t
^
n
a
i
t
.

r
o
r
r
u
a
^
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一
〇
　
こ
の
よ
う
な
事
態
の
変
化
は
金
融
制
度
の
手
直
し
を
促
し
、
一
九
三
二
年
四
月
一
二
日
、
新
し
い
ま
呂
8
d
Q
ば
町
即
o
設

置
法
（
r
々
i
e
r
e
i
o
r
m
a

l
a

d
e

2
5

d
e

a
g
o
s
t
o
d
e

1
9
2
5
｡
C
o
n
s
t
i
l
u
t
i
v
a
d
e
lB
a
n
c
o

d
e

M
e
x
i
c
o
）
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
三
二
年
法
は
旧
二
五
年
法
の
規
定
の
多
く
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
相
違
を
中
心
に
、
主
要
点
と
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
如
く

で
あ
る
。

　
ａ
　
存
続
間
期
が
旧
法
で
は
三
〇
年
間
で
あ
っ
た
の
が
不
定
期
間
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
資
本
金
額
が
五
〇
百
万
ペ
ソ
に
減
じ
ら

　
　
れ
た
が
、
Ａ
種
株
式
と
Ｂ
種
株
式
の
比
率
な
ど
は
従
来
の
ま
ま
と
さ
れ
た
（
一
条
Ⅲ
号
、
Ｖ
号
）
。
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ｂ
　
事
業
目
的
中
に
、
銀
行
準
備
の
集
中
、
お
よ
び
決
済
機
関
（
c
a
m
a
r
a

d
e
c
o
m
p
e
n
s
a
c
i
d
昌
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
追
加

　
さ
れ
る
と
と
も
に
、
銀
行
業
務
を
営
む
場
合
、
中
央
銀
行
と
し
て
の
性
格
に
抵
触
し
な
い
限
り
と
い
う
制
限
が
加
え
ら
れ
た

　
　
（
一
条
Ⅳ
号
）
。

ｃ
　
発
券
制
度
に
つ
い
て
、
三
一
年
貨
幣
法
と
の
調
整
が
は
か
ら
れ
、
銀
行
券
を
発
行
で
き
る
の
は
、
邦
貨
（
銀
貨
）
で
支
払
わ

　
れ
る
証
券
順
に
つ
き
加
盟
銀
行
と
行
な
う
再
割
引
に
よ
る
場
合
、
お
よ
び
金
も
し
く
は
外
貨
建
て
一
覧
払
手
形
と
交
換
の
場
合

　
と
さ
れ
た
（
二
条
）
。

ｄ
　
発
行
限
度
額
は
、
再
割
引
の
場
合
、
お
お
む
ね
、
邦
貨
に
よ
る
現
金
在
り
高
の
二
倍
と
さ
れ
た
（
三
条
）
。

ｅ
　
銀
行
券
は
邦
貨
（
銀
貨
）
と
兌
換
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
七
条
）
、
国
は
、
い
か
な
る
時
で
も
、
流
通
中
の
銀
行
券
の
金
額

　
に
つ
き
責
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ
た
（
九
条
）
。

ｆ
　
B
a
n
c
o
d
Q
だ
[
彫
{
Q
O
は
、
通
貨
の
流
通
の
規
制
を
な
す
に
あ
た
り
、
次
の
如
き
権
限
を
与
え
ら
れ
た
（
一
〇
条
）
。

　
ｉ
　
金
の
売
買

　
‥
1
1
　
貨
幣
の
鋳
造

　
ｍ
　
通
貨
準
備
を
構
成
す
る
有
価
証
券
の
管
理
に
あ
た
り
、
国
家
経
済
の
安
定
に
充
当
す
る
よ
う
に
こ
の
準
備
を
運
用
す
る
こ

ｇ
　
再
割
引
を
う
け
ら
れ
る
も
の
は
加
盟
銀
行
に
限
ら
れ
、
加
盟
銀
行
の
要
件
は
旧
法
と
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
新
法
で
は
「
金
融

　
機
関
一
般
法
に
よ
り
、
加
盟
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
」
い
う
文
言
と
な
っ
た
（
一
四
条
）
。

ｈ
　
原
則
と
し
て
（
例
外
あ
り
）
、
再
割
引
も
し
く
は
貨
付
け
に
関
す
る
直
接
取
引
は
禁
止
さ
れ
た
（
二
二
条
Ⅳ
号
）
。
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（
１
）
　
本
法
の
テ
キ
ス
ト
は
左
記
に
収
録
し
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

S
e
c
r
e
t
a
r
i
a

d
e

H
a
c
i
e
n
d
a
y
c
応
d
i
t
o

P
u
b
l
i
c
o
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡

p
p
.

5
1
~
7
0
.

　
　
　
　
　
　
　
な
お
、
左
記
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
B
e
t
t
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡
p
p
.

6
0
~
6
3
;

M
a
n
e
r
o
｡

L
a

R
e
v
o
l
u
c
t
o
n
｡

p
p
.

1
9
1
'
-
^
1
9
6
;

M
o
o
r
e
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡
p
p
.

6
8
~
7
0
.

一
一
　
少
し
お
く
れ
て
、
五
月
一
九
日
B
a
n
c
o

d
e

1
く
L
e
x
i
c
o
設
置
法
補
足
法
（
に
y
8
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
a

d
e

l
a

d
e

1
2

d
e

A
b
r
i
l

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
―
）

q
u
e

r
e
f
o
r
m
a

l
a
C
O
n
s
t
i
t
u
t
i
v
a
d
e
l
　
B
a
n
c
o

d
e

M
e
x
i
c
o
）
が
制
定
さ
れ
た
。
本
法
の
内
容
は
そ
の
表
題
の
通
り
で
あ
っ
た
が
、
注

目
す
べ
き
規
定
は
B
a
n
c
o

d
e

M
e
x
i
c
o
に
加
盟
す
べ
き
義
務
の
あ
る
銀
行
と
し
て
、
三
〇
日
以
上
の
預
金
を
公
衆
か
ら
受
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

る
金
融
機
関
、
お
よ
び
外
国
銀
行
の
支
店
を
定
め
た
こ
と
で
あ
る
（
一
条
）
。

　
　
（
１
）
　
本
法
の
テ
キ
ス
ト
は
左
記
に
収
録
し
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
b
e
c
r
e
t
a
r
i
a

d
e

U
a
c
i
e
n
d
a

y
C
r
e
d
i
t
o

P
u
b
l
i
c
o
｡

o
p
.

c
i
t
.
｡
p
p
.

7
1
'
-
'
8
2
.

　
　
　
　
　
　
な
お
、
左
記
し
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
M
a
n
e
r
o
｡

L
a

R
e
v
o
l
u
c
i
o
n
｡

p
.

1
9
5
.

　
　
（
２
）
　
加
盟
義
務
あ
る
銀
行
に
関
す
る
根
拠
法
規
に
つ
い
て
誤
り
が
多
い
。
た
と
え
ば
D
w
i
g
h
t
s
.

B
r
o
t
h
e
r
s

a
n
d

L
e
o
p
o
l
d

S
o
l
i
s

M
.

　
　
　
　
　
　
は
根
拠
法
を
三
一
年
七
月
の
貨
幣
法
と
す
る
が
、
誤
り
で
あ
る
。
M
e
x
i
c
a
n

F
i
n
a
n
c
i
a
l

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
｡

1
9
6
6
｡

A
u
s
t
i
n

a
n
d

　
　
　
　
　
　
L
o
n
d
o
n

(
U
n
i
v
.

o
f
T
e
x
a
s

P
r
e
s
s
)
｡

p
.

1
1
.
参
照
｡

　
一
二
　
B
a
n
c
o

d
e

M
e
x
i
c
o
設
置
法
の
改
正
よ
り
少
し
お
く
れ
て
、
金
融
機
関
一
般
法
も
改
正
さ
れ
、
一
九
三
二
年
六
月
二
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

新
法
（
L
e
y
G
e
§
l
d
e

I
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
e
s

d
e
c
応
回
o
）
が
制
定
さ
れ
た
。
新
法
は
全
文
二
三
九
ヵ
条
、
経
過
規
定
七
ヵ
条
の
か
な
り

長
文
の
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
そ
の
主
要
点
の
み
を
あ
げ
る
。
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ａ
　
旧
法
の
細
か
い
分
類
に
代
え
て
、
新
法
は
金
融
機
関
を
次
の
二
者
に
分
類
し
た
（
一
条
）
。

　
・
―
　
国
立
の
金
融
機
関
（
l
a
s

i
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
e
s

n
a
c
i
o
n
a
l
e
s
d
Q
･
ふ
d
‘
t
o
）
。
国
が
、
社
会
の
利
益
の
た
め
に
、
資
本
参
加
を
通
じ

　
　
て
、
支
配
権
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

　
‥
1
1
　
も
っ
ば
ら
、
与
信
、
お
よ
び
次
の
取
引
に
従
事
す
る
メ
キ
シ
コ
会
社
。

　
　
１
　
一
覧
払
預
金
、
定
期
預
金
も
し
く
は
通
知
預
金
を
公
衆
か
ら
受
入
れ
る
こ
と

　
　
２
　
貯
蓄
預
金
を
受
入
れ
る
こ
と

　
　
３
　
定
期
預
金
証
書
（
b
o
n
o
s

d
e
c
a
j
a
）
の
発
行

　
　
４
　
抵
当
証
券
（
b
o
n
o
s
d
e

h
i
p
o
t
e
c
a
r
i
o
）
の
発
行

　
　
５
　
受
託
者
と
し
て
行
動
す
る
こ
と

ｂ
　
金
融
機
関
の
補
助
機
関
（
i
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n

a
u
x
i
l
i
a
r
）
と
し
て
次
の
も
の
が
規
定
さ
れ
た
。

　
ｉ
　
倉
庫
業

　
‥
1
1
　
証
券
取
引
所
（
b
o
l
s
a

d
e
v
a
l
o
r
e
s
）

　
ｍ
　
手
形
交
換
所
（
c
a
m
a
r
a
d
e

c
o
m
p
e
n
s
a
c
i
o
n
)

　
沁
　
融
資
会
社
（
S
F
d
a
d

f
m
a
n
c
i
e
r
a
）

　
Ｖ
　
信
用
組
合
（
ﾛ
n
i
o
n

o

a
s
o
c
i
a
c
i
o
n

d
e
c
r
e
d
i
t
o
)

ｃ
　
融
資
会
社
（
哨
Ｑ
り
'
e
i
d
g
e
n
e
r
a
l

o

f
i
n
a
n
c
i
e
r
a
）
と
は
企
業
の
設
立
お
よ
び
運
営
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
次
の
権
限
を
与

　
え
ら
れ
た
（
一
三
八
条
）
。
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ｉ
　
公
私
の
借
款
の
引
受
け

　
‥
1
1
　
預
金
、
株
式
、
社
債
、
そ
の
他
の
有
価
証
券
の
売
買
、
受
領
、
な
ら
び
に
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
与
信
・
受
信

　
ｍ
　
不
動
産
担
保
に
よ
る
融
資

　
・
ｗ
　
会
社
の
設
立
・
組
織
変
更
の
業
務
代
行
、
資
本
参
加
、
経
営
代
理
、
株
式
・
社
債
発
行
業
務
の
代
行
、
社
債
権
者
の
代
表

　
ｖ
　
金
庫
業
務

　
．
ｗ
　
手
形
・
商
業
証
券
の
振
出
し
、
引
受
け
、
割
引
き

　
畑
　
社
債
の
発
行

ｄ
　
信
用
組
合
C
u
n
i
o
n
｡

a
s
o
c
i
a
c
i
o
n

o

s
o
c
i
e
d
a
d
d
e
c
r
e
d
i
t
o
）
と
は
、
信
用
の
開
設
、
前
貸
し
ま
た
は
保
証
に
よ
っ
て
組
合
員

　
に
信
用
の
利
用
を
得
さ
せ
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
す
る
も
の
で
（
一
四
五
条
）
、
中
小
企
業
者
に
対
す
る
金
融
と
企
図
す
る
も
の

　
で
あ
っ
た
。

ｅ
　
三
二
年
五
月
の
B
a
n
c
o
d
e
y
へ
［
彫
r
o
設
置
法
補
足
法
の
規
定
を
受
け
つ
い
で
、
B
a
n
c
o

d
e

M
e
x
i
c
o
に
加
盟
の
義
務

　
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
一
覧
払
い
預
金
、
定
期
預
金
、
三
一
日
以
下
の
通
知
預
金
を
公
衆
か
ら
受
入
れ
る
金
融
機
関
、
な
ら
び

　
に
外
国
の
金
融
機
関
の
支
店
を
規
定
し
た
（
三
八
条
）
。

ｆ
　
金
融
機
関
、
補
助
機
関
の
監
督
は
、
大
蔵
省
の
任
命
す
る
五
名
の
委
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
全
国
銀
行
委
員
会
が
担
当
し
、

　
そ
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
（
一
五
九
条
以
下
）
。

　
（
１
）
　
本
法
の
テ
キ
ス
ト
は
左
記
に
収
録
し
て
あ
る
。

　
　
　
　
S
e
c
r
e
t
a
r
i
a
d
e
H
a
c
i
e
n
d
μ
M
C
r
e
d
i
t
o
P
i
i
b
l
i
c
o
｡

o
p
.
c
i
t
.
｡
p
p
.1
2
5
'
-
^
2
3
0
.
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C
a
s
t
a
n
o
n
｡o
p
.
c
i
t
.
｡
p
p
.6
3
-
6
7
;M
o
o
r
e
｡o
p
.
c
i
t
.
｡
p
p
.7
1
-
^
7
7
.

一
三
　
さ
ら
に
、
一
九
三
二
年
八
月
二
六
日
、
信
用
証
券
お
よ
び
活
動
一
般
法
（
に
y
g
n
e
r
a
l

d
e
T
ぼ
l
o
s
y

O
p
e
r
a
c
i
o
n
e
s
d
Q

C
応
9
t
o
）
が
制
定
さ
れ
た
。
本
法
は
、
一
八
八
九
年
商
法
典
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
、
全
文
三
五
九
ヵ
条
、
経
過
規
定
三
ヵ
条

か
ら
な
る
長
文
の
も
の
で
、
手
形
・
小
切
手
・
社
債
等
に
関
す
る
規
定
を
包
含
す
る
と
と
も
に
、
銀
行
取
引
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定

し
た
。
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一
四
　
前
述
の
一
連
の
法
改
正
、
特
に
、
一
九
三
一
年
の
貨
幣
法
、
三
二
年
の
B
a
n
c
o

d
e
M
e
x
i
c
o
設
置
法
の
改
正
の
結
果
、

B
a
n
c
o
d
Q
に
ー
凶
r
o
は
そ
の
普
通
銀
行
業
務
を
縮
小
し
、
民
間
銀
行
と
の
競
合
が
少
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
世
界
恐
慌

に
よ
り
民
間
銀
行
は
り
回
8
d
e

M
e
x
i
c
o
に
対
す
る
依
存
度
を
深
め
、
さ
ら
に
B
a
n
c
o

d
e
M
e
x
i
c
o
設
置
法
補
足
法
に
よ
り



加
盟
銀
行
と
し
て
B
a
n
c
o
d
Q
ど
［
彫
ぞ
0
と
の
連
繋
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
B
a
n
c
o

d
e
M
e
x
i
c
o
は
真
の
中
央
銀
行
の
地
位
を
ほ
ぼ

確
保
し
た
。

　
一
九
三
二
年
一
月
か
ら
一
二
月
の
間
に
、
金
融
界
全
体
の
一
覧
払
債
務
は
一
五
〇
百
万
ペ
ソ
か
ら
一
八
七
百
万
ペ
ソ
に
増
加
し
、

B
a
n
c
od
e
M
e
x
i
c
o
銀
行
券
の
通
流
高
は
二
百
万
ペ
ソ
か
ら
四
二
百
万
ペ
ソ
に
急
増
し
B
a
n
c
o

d
e
M
e
x
i
c
o
の
他
の
銀
行
に
対

す
る
再
割
引
額
も
、
二
百
万
ペ
ソ
弱
か
ら
二
三
百
万
ペ
ソ
に
急
伸
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
三
四
年
未
に
、
右
の
数
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ

二
六
百
万
ペ
ソ
、
一
〇
〇
百
万
ペ
ソ
、
三
四
百
万
ペ
ソ
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
メ
キ
シ
コ
の
金
融
制
度
は
、
革
命
期
お
よ
び
そ
の
後
の
混
乱
か
ら
ほ
ぼ
立
ち
直
っ
た
。

　
そ
し
て
、
一
九
三
四
年
、
カ
ル
デ
ナ
ス
が
大
統
領
に
就
任
し
、
以
降
、
メ
キ
シ
コ
で
は
近
代
化
、
工
業
化
政
策
が
押
し
進
め
ら
れ
、

そ
の
下
で
、
金
融
制
度
は
新
た
な
展
開
を
示
す
の
で
あ
る
。
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